








2.実践経過の要約 

現行の母子保健活動の展開は,追跡的健康管理がなされていないため,非能率的かつ散漫で

あり,結果として心身障害児の過半が行政の網の目からもれてしまう。このため母子保健シ

ステム再構成を行ない,心身障害児の発見から医療連結・福祉提供までの一貫した効果的シ

ステムを開発する必要がある。また活動の中心となる保健婦について,都市化社会における

効果的・科学的活動のあり方を方向ずけることが急務である。そこで神奈川県逗子市にお

いて上記の実践を開始し,次の経過と結果をえた。 

a.研究の進行にあたって,逗子市母子保健ケアシステム研究会を母体とした。参加機関は逗

子市役所,鎌倉保健所,逗葉医師会,逗子福祉事務所,横須賀児童相談所,神奈川県立こども

医療センター,県衛生部健康普及課,その他。 

b.システム再構成の狙いは・a)地域内の全妊娠・出生・就学前の乳幼児について健康およ

び疾病の情報を把握し,個人情報として連結。 

b)ハイリスク集団を設定して追跡的管理を行なうこと。c)心身障害児を中心として医療と

適切なケアの提供を行なう。d)健康診査が重要な役割りを果す点から,未受診児の対策も折

込む。 

c,昭和 50-53 年の 4年間の資料をとりまとめた。結果は先天異常の把握,心身障害の早期発

見で著明な成果をあげた。すなわち,先天異常全般の把握度は 5.7%(3186 出生に対し 182

名の先天異常……転出入や先天異常の追加により値は今後変更する)……この値は WHO の

想定する遺伝病(先天異常)発生頻度 5.5%と見事に一致し,期待どうりの結果であった。し

かも,これらの時期的な把握(累積%)は 3 ケ月……64%,6 ケ月……82%,1 才 6 ケ月……91%で

1 才前に 8 割の把握が可能であった。ダウン症候群をパラメーターした診断の質の検討か

ら,把握内容は充分なものであった。患児は地域内及び隣接の医療機関,大学病院,医療セン

ターで治療を受けている。 

d.精神薄弱等を中心とした訓練会参加の対象児も,極めて早期に療育ルートが開かれた。1

才 6ケ月以前に 64%が療育に参加し,以後の追加は殆んどが転入者であった。 

e.保健婦活動についての寄与は大きかった。妊婦相談,出生時インタビューによる母子保健



サービスの実効性は高く,必要かつ充分な情報把握と,引き続いての各時期への連結が効果

的であった。この研究の開始と,逗子保健ステーション開設を機会に,保健婦全般業務につ

いて地区分担制をとり,老人・成人・学童・乳幼児・特殊疾病を対象に高いアクティビティ

を維持している。(逗子市保健婦と鎌倉保健所保健婦逗子担当)。 


